
新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象潅費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

（注）1「地域区分」の適用範囲については、次  （注）1r地域区分」の適用範囲については、次  

によるものとする。  によるものとする。  

（1）「山」とは、一般職の職員の給与に  （1）「旦ヱ∠主塑」とは、一般職の職員の給与に  

関する法律（昭和25年法律第95号）第11  関する法律（昭和25年法律第95号）第11  

条の3の規定に基づく人事院規則（以下「人  粂の3の規定に基づく人事院規則（以下「人  

事院規則」という．）9－49別表（以下イ別  革院規則」という。）9－49盟剋別表（以下  

表」という。）第⊥の支給割合が＝塵塑とさ  ⊥坦剋別表」という。）第旦の支給割合が  

れている地域とする。  週とされている地域とする。  

（2）「週」とは、人事院規則別表第⊥の支  （2）「上皇（旦塑」とは、人事院規則坦剋別表第  

給割合が遡とされている地域とする。  且の支給割合がユ旦∠1堕とされている地域と  

（3）「12／100」とは、人事院規則別表第⊥の支  する。  

給割合が三塾塾とされている地域及び塞公旦  （3）「12／100」とは、人事院規則班別表第  

迷五とする。  旦や支給割合が12／100とされている地域と  

する。  

」剋塗L  也「11／100】とは、人事院規則附則別表第  

2の支給割合が11／100とされている地域と  

宣皇L  

（全）「10／100」とは、人事院規則別表第1及び  （亘）「10／100」とは、人事院規則附則別表第  

附則別表第⊥の支給割合が旦墾塾とされてい  且の支給割合が主旦∠ユ建とされている地域及  
る地域及び習志野市、八千代市、小垂井市、  び習志野市、八千代市、小金井市、東久留  

綾瀬市、座間市、逗子市、摂津市」去五重」  米市、逗子市、摂津市とする。一  

広島県府中町とする。  血「9／100」とは、人事院規則附則別表第  

（削塗L  2の支給割合が9／100とされている地域及  

び綾瀬市、座間市とする。  

（ヱ）r8／100」とは、人事院規則附則別表第  

（亘）†8／100Jとは、東大和市二松原市とする。  2の支給割合が8ノ100とされている地域及  

び大東市とする。  

（削除）  ＆「7／100」とは、東大和市、松原市とする。  

（旦）「6／100」とは、人事院規則別表第1及び  （旦）r6／100」とは、人事院規則附則別表第  

附則別表第⊥の支給割合が基盤塾とされてい  且甲支給割合が建旦とされている地域及び  

る地域及び狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士  狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士見市、ふ  

見市、ふじみ野市、埼玉県三芳町、蕨市、壁  じみ野市、埼玉県三芳町、蕨市、大阪狭山市、  

勢原市、神奈川県寒川町、大阪狭山市、大阪  大阪府忠岡町、州西市とする。  

府忠岡町、川西市とする。  



新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4対琴線費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

（削除）  （10）r5／100」とは、人事院規則附則別表第  

2の支給割合が5／100とされている地域及び  

伊勢原市、神奈川県寒川町とする。  

（ヱ）「3／100」とは、人事院規則別表第1及び  （邑）「3／100」とは、人事院規則附則別表第  

附則別表第1の支給割合が六級地とされてい  且の支給割合が3／100とされている地域及び  

る地域及び長岡京市とする。  長岡京市、広島県府中町とする。  

（週）「その他」とは、（1）から（弘）以外の地  

（旦）「その他」とは、（1）から（ヱ）以外の地域  域とする。  

とする。  

2取扱定員は、別に定める施設別定員とする。  

2取扱定員は、別に定める施設別定員とする。  

2寒冷地手当  2寒冷地手当  

国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び同文  国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び同支  

給規則に定める支給地域に所在する婦人相談所－  給規則に定める支給地域に所在する婦人相談所一  

時保硬所に勤務する職員に対して支給されるもの  時保謙所に勤務する職員に対して支給されるもの  

で、毎年10月31日現在の現員に対し都道府県  で、毎年10月31日現在の現員に対し都道府県  

条例の定めるところにより支給した額の合算額と  ．条例の定めるところにより支給した額の合算額と  

次の寒冷地手当算定方式により算定した額とを比  次の寒冷地手当算定方式により算定した額とを比  

較して少ない方の額とする。  較して少ない方の額とする。  



新  旧  

1区分 2種目  3  基  準  額  5 負撞  1区分 2種目  3  基  準 額  4 対象経費  5 負旭  
（補助）率  （補助）率  

寒冷地手当算定方式  寒冷地手当算定方式  

寒冷地に所在する施設  
（1）旧寒冷地に所在する施設（新寒冷地に所在する施設を除く） ①歳費の種類ごとに単価に員数を乗じた額の合計額  

次表の単価に員数を乗じて算定された額   

単  価   負数 ②①で算出された合計額から1人あたり130，000円を引いた額（0円以下となる場合は、0円とする。）  

3級地  4級地  
経費の種類  単   価  員 数 

1級地  2級地  （1）定額 旧5叔地旧4級地旧3故地旧2銀地旧1叔地  
円  円  円  円  円  円  円  円  円  

ア131，900116，800112，700  89，000 世帯主の員数  ア163，700129．60097．80067，50039，600世帯主（扶養親族3人以  

イ 72∫900  65，300  64，300  51，000 準世帯主の員数  
上）の負数  

イ136500108000815005630033000世帯主（扶養親族1人ま  
ウ51，700  44．000  43．000  36，800 非世帯主の負数  たは2人）の員数  

ウ82，90065．00049，10033，60019．800準世帯主（扶養親族なし）  
注「寒冷地」とは、国家公接見の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）第1粂第1号及び第2号に  の員数  

定める地域をいう。  エ59，20045，80034，ZOO23，30014，200非世帯主の負数  

（備考）1「世帯主Jとは、扶養親族を有する職員で主としてその収入によって世帯の生計を支えて  
（2）加算額 北海道  

いるものをいい、「準世帯主」とは、扶養親族を有しないが居住のため一戸を構え又は下宿、  
ァ円 

円 

棄等において独立世帯を形成しているものをいい、「非世帯主」とは、世帯主及び準世帯主  
世帯主の員数  

イ44．30034，40025，700 準世帯主の員数  
以外のものをいう。  

ウ22，20017，20012，900 
2「世帯主」には、寒冷地手当支給対象地域外に居住する扶養親族のある職員であって、  

非世帯主の員数  

その扶養親族と同居しておらず、かつ扶養親族が居住する住居と寒冷地手当支給対象地域  
北海道以外の地域  

旧円旧三諾円  
との最短距離が60キロメートル以上であるものは含まないものとする。  

ァ 世帯主の負数  

イ11，000 5．500  準世帯主の負数  

ウ5．500 2，700  非世帯主の員数  

注1r旧寒冷地Jとは、「脱帽の職長の給与に関する法砕等の一郎を改正する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成  
16年10月28日）前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条に定める地域のうち、新寒冷地を除く地域をいう，  

（2）盤 
。て算定された額   

単 価  負数  

円円円盤4級地円 
ァ 89，000  世帯主の員数  

イ72，900 65，300 朗，300 61，000 準世帯主の員数  

ウ51，700 44．000 43．000 36，800 非世帯主の員数  
注2 

切零細とは、国家公粕の錮地手当に肘る榊（昭和2仲紳鰐2岬）軌条軌槻び第2号に定める  
地域をいう。  

（備考）1「世帯主」とは、侠袈親族を有する職員で主としてその収入によって世帯の生計を支えているものをい  
い、「準世帯主」とは、扶養親族を有しないが居住のため一戸を捕え又は下緒、親等において独立世辞を  
形成しているものをいい、「非世群生」とは、世杵童及び準世群生以外のものをいう。  

2「世帯主」には、寒冷地手当支給対象地域外に居住する扶養親族のある職員であって、その扶養親族と  
同居しておらす、かつ扶養親族が居住する住居と寒冷地手当支給対象地域との最短距離が60キロメート  
ル以上であるものは含まないものとする。  



新   旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

略  （補助）率  

3夜間警備体制強化加算  

警備員を尾上げ又は委託契約等に基づき警備員  

を配置若しくは機械設備を利用し、夜間警備体制  

の強化を図る場合次の算式によって算定した額。  

ただし、警備貞を配置する場合は1施設2名ま  

で、機械設備のみの場合は1施設1式までとし、  

響傭兵と機械設備を併用する場合はどちらか一方  

を本加算の対象とする。  

（宿直職員が配置されており、夜間における入所  

者への処遇が適切に行える職員体制になっている  

場合に限る。なお、夜間に警備員のみとなる施設  

は、不加算の対象としない。）  

（算式）施設定員×夜間警備体制強化加算分保護  

単価×警備真数（又は機械設嘩1式数）  

夜間警備体制強化加算分保護単価－（月額）  

定貞単価（円）  

20名以下 乳090  

21～30 5，390  

31～40 4，040  

41～50 3，230  

51～60 2，690  

61～70 2．310  

71～80 2，020  

81～90 1，790  

91～100 1，610  

（注）婦人相談所の終業時間から翌日の始業時間  

までの間12時間以上警備員を1名配置する場合  

には本加算分保護単価に2を乗じた単価を加算す  

るものとする。  



新  
旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  
（補助）率  

′  

4略  
4入所者処遇特別加算  

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設  

であって、別途定めるところにより、入所者処遇  

特別加算が必要と認定された場合。  

5略  
5単身赴任手当加算  

職員のうち単身赴任者が存する施設であって、  

別途定めるところにより、単身赴任手当加算が必  

要と終定された場合。  

6略  
6事務用冬期採媛費  

北海道に所在する施設について  

取扱人員×2，210円  

7降灰除去費  7降灰除去費  

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61  
括動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61  

号）に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域  
号）に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域  

に所在する施設について  
に所在する施設について  

1施設当たり年額139，330円  1施設当たり年額138．700円  

8略  
8（1）1により算定した事務費について、次の各号  

のいずれかに該当するときは、その事実の生じ  

た日の属する月の翌月から1の方法に準じて事  

務費の額を改定すること。  

ア当該施設の取扱定員に変更を生じたとき。  

イ当該施設の職員に増減を生じたとき。  

ただし、1か月以内における増減を除く。  

（2）算定した事務費の算定基礎等に誤りがあった  

場合は決定の時期にさかのぽって改定するこ  

と。  

9心理療法担当職員雇上費加算  
9心理療法担当職旦雇上費加算  

別途定めるところにより、心理療法担当職鼻雇  
別途定めるところにより、心理療法担当職鼻雇  

上贅加算が必要と認定された場合。  
上費加算が必要と認定された場合。  

1施設当たり年額1．794，410円  1施設当たり年額1，794．361円  
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